
1 

 

 

 

 

教育人事企画課 

議案第１０７号 

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 給料表の改定 

  公民較差（11,029 円、2.89％）を解消するため、若年層に重点を置きつつ、全て

の級及び号給の給料月額を引き上げます。 

 【改定後の給料月額差額（例）】 

モデルケース 級・号給 改定後給料月額差額 

教諭（22 歳） 
(幼稚園教育職員初任給) １級 13 号給 25,200 円（12.1％）増 

教諭（33 歳） １級 53 号給 9,500 円（3.4％）増 

主任教諭（44 歳） ２級 57 号給 3,400 円（0.9％）増 

 

２ 特別給（期末手当・勤勉手当）の支給月数の改定 

   年間の支給月数を 0.20 月（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員等」といいます。）は 0.10 月）引き上げます。 

   引き上げ分について、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ 0.10 月（定年前再任用短

時間勤務職員等は 0.05 月）割り振ります。 

  なお、各支給月における期末手当及び勤勉手当の内訳は、別紙のとおりです。 

【期末・勤勉手当年間支給月数】 

区分 現行 改正案 

定年前再任用 
短時間勤務職員等以外 4.65 月 4.85 月 

定年前再任用 
短時間勤務職員等 2.45 月 2.55 月 

 

３ 扶養手当額の改定 

  扶養手当について配偶者又はパートナーシップ関係の相手方への支給を廃止し、 

子に対する支給額を引き上げます。 

  なお、改定は令和７年度から令和９年度にかけて段階的に実施します。 

 

令和６年１２月２日 資料№２ 
区 民 文 教 常 任 委 員 会 
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年度 

扶養親族 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

配偶者又はパートナー
シップ関係の相手方 6,000 円 4,000 円 2,000 円 廃 止 

子 9,000 円 9,500 円 10,000 円 10,500 円 

 

４ 施行期日 

  １及び２（令和６年１２月支給分）については公布の日、２（令和７年度以降支給

分）及び３については令和７年４月１日 

 

５ 適用期日 

１については令和６年４月 1日、２（令和６年１２月支給分）については同年１２

月 1日 
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別紙

単位：月

（管理職員以外） （管理職員以外） （管理職員以外）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 1.20 1.20 2.40 期末 1.20 1.30 2.50 期末 1.25 1.25 2.50

勤勉 1.125 1.125 2.25 勤勉 1.125 1.225 2.35 勤勉 1.175 1.175 2.35

合計 2.325 2.325 4.65 合計 2.325 2.525 4.85 合計 2.425 2.425 4.85

（管理職員） （管理職員） （管理職員）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 1.025 1.025 2.05 期末 1.025 1.125 2.15 期末 1.075 1.075 2.15

勤勉 1.30 1.30 2.60 勤勉 1.30 1.40 2.70 勤勉 1.35 1.35 2.70

合計 2.325 2.325 4.65 合計 2.325 2.525 4.85 合計 2.425 2.425 4.85

（管理職員以外） （管理職員以外） （管理職員以外）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 0.675 0.675 1.35 期末 0.675 0.725 1.40 期末 0.70 0.70 1.40

勤勉 0.55 0.55 1.10 勤勉 0.55 0.60 1.15 勤勉 0.575 0.575 1.15

合計 1.225 1.225 2.45 合計 1.225 1.325 2.55 合計 1.275 1.275 2.55

（管理職員） （管理職員） （管理職員）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 0.5875 0.5875 1.175 期末 0.5875 0.6375 1.225 期末 0.6125 0.6125 1.225

勤勉 0.6375 0.6375 1.275 勤勉 0.6375 0.6875 1.325 勤勉 0.6625 0.6625 1.325

合計 1.225 1.225 2.45 合計 1.225 1.325 2.55 合計 1.275 1.275 2.55

【定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員】 【定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員】 【定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員】

各支給月における期末手当及び勤勉手当の支給月数について

現行 改正案（令和６年１２月支給） 改正案（令和７年度以降支給）

【定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外】 【定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外】 【定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外】
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令和６年１２月２日 資料№２－２
区　民　文　教　常　任 委 員 会
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